
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
差
別
的
取
扱
い
が
禁
止
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
同
視
す
べ
き
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
短
時
間
労
働
者
の

就
業
実
態
を
考
慮
し
て
、
引
き
続
き
、
そ
の
範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二
、
通
勤
手
当
に
関
し
、
短
時
間
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
通
常
の
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
に
相
違
が
生
じ
る
場
合
に

は
、
第
八
条
及
び
関
連
法
制
の
動
向
を
踏
ま
え
、
職
務
の
内
容
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事

情
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
短
時
間
労
働
者
の
約
七
割
を
占
め
る
女
性
の
活
躍
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
女
性
が
活
躍
し
や
す
い
環
境
を
創
っ
て
い
く

た
め
に
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
な
ど
必
要
な
法
改
正
を
含
め
た
具
体
的
な
改
善
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

四
、
通
常
の
労
働
者
以
外
の
フ
ル
タ
イ
ム
無
期
契
約
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約
法
に
よ
る
無
期
転
換
の
状
況
等
を
踏
ま

え
、
適
切
な
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。



五
、
待
遇
等
の
説
明
を
求
め
た
こ
と
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
建
議
の
趣
旨
を
十

分
に
踏
ま
え
、
事
業
主
へ
の
指
導
を
強
化
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
第
八
条
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
裁
判
例
の
動
向
を
踏
ま
え
て
適
切
な
周
知
を

行
う
こ
と
。

七
、
公
務
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
対
応
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
助
言

や
情
報
の
提
供
等
を
行
う
こ
と
。

八
、
税
制
、
社
会
保
険
制
度
と
の
関
係
で
短
時
間
労
働
者
の
就
業
調
整
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
働
き
方
に
中
立

的
な
税
制
、
社
会
保
険
制
度
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

九
、
均
等
待
遇
の
原
則
を
社
会
的
に
確
立
す
る
こ
と
が
国
際
的
な
流
れ
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
一
九
九
四
年
に
採
択
さ
れ
た

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る
条
約
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
百
七
十
五
号
条
約
）
」
の
批
准
に
向
け
て
、
我
が
国
に
お
け
る
短
時
間

労
働
法
制
の
見
直
し
を
進
め
る
な
ど
、
精
力
的
に
努
力
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


